
武石町２丁目町内会規約 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、武石町２丁目町内会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は会員相互の親睦を図り、個人の生活を尊重し明るく住みよい街づくり

に努めることを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 市政と協調、連絡、関係団体との交流を図ること 

（２） 環境、衛生の保全維持に関すること 

（３） 防犯、街灯の保全維持にかんすること 

（４） 文教、体育にかんすること 

（５） 子供会、婦人会、老人会等の育成に関すること 

（６） 防災に関すること 

（７） その他、目的達成に必用なこと 

（区域） 

第３条 本会の区域は、千葉市花見川区武石町２丁目区域全域、及び隣接する他町内

会から入会希望のあった住居者を有する区域 

（区域の複数分割） 

第４条 本会は前条の区域を複数分割し、それぞれを組と称し、各組をさらに分割し

て班とする。 

    ２、各班に班長をおくものとする。 

（事務所） 

第５条 本会の事務所は、武石町２丁目町内会館に置く。 

第２章 構成員 

（構成員の資格） 

第６条  第３条に定める区域に住所を有する個人は、全て本会の会員になることがで  

きる。 

２、本会は正当な理由がない限り区域内に住所を有する個人の加入を拒んでは

ならない。 

３、第３条に定める区域内に住所を有する法人、組合等の団体は、総会の表決

権を有しない賛助会員になることができる。 

４、（１）構成員はこの会の役員の選挙権、被選挙権を有する。 

  （２）構成員はこの会の諸行事に参加し、その利益をうける。 

  （３）構成員はこの会の活動に協力すると共に諸会議の決定に従う。 

（会費） 

第７条   本会の会員は一世帯月２００円とし、４月と１０月に６か月分前納とする



が、１２か月分を前納することもできる。 

 ２ 新規加入会員については加入翌月から月賦計算とする。 

 ３ 会費を納入する世帯の構成員には、第６条４項を付与する 

（入会） 

第８条  第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、会         

長に届け出なければならない。 

２ 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由とおばんではなら

ない。 

（退会等） 

第９条 構成員が次の各号の一に該当する場合は退会した者とする。 

  １ 第３条に定める区域に住所を有しなくなった場合。 

  ２ 本人より退会届が会長に提出された場合。 

第３章 役員 

（役員の種別） 

第１０条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長   １名 

（２） 副会長  若干名 

（３） 組長   若干名 

（４） 会計   １名 

（５） 監査   １名 

（役員の職務） 

第１１条  

   １ 会長は会を代表し、会務を統括する。 

   ２ 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する 

   ３ 組長は各班を統括し、会員の転出入を掌握し、会長に報告する。 

   ４ 会計は会計業務を担当する。 

   ５ 監査は以下の事項を監査し、結果を総会に報告する。 

（１） 本会の会計及び資産の状況を監査すること 

（２） 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時はこ

れを総会に報告すること。 

（４） 前号の報告をするために必要があると認めたときは、総会の招集を要求

する。 

（役員の選任） 

第１２条 組長を除く役員は、総会において構成員の中から選出する。但し、任期中に役

員の欠員が生じた場合は、役員会において代務を決める。 



  ２、監査と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

  ３、組長については、その組の構成員の推薦によるものとし、第４条に定めた各組に 

    組長をおくものとする。 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は２年とする。但し、定期総会の日までとし、再任は妨げない。 

  ２、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  ３、役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を

行わなければならない。 

（専門部会） 

第１４条 本会の業務を円滑に行うため、会長は必要がある時、専門部会を置くことがで

きる。 

第４章 班長 

（班長の職務） 

第１５条 班長は班の用務を処理する。 

   ２、班長は組長を補佐し、組の活動運営を円滑に遂行する。 

（班長の選任） 

第１６条 班長はその藩の構成員の輪番制により選任する。 

（班長の任期） 

第１７条 班長の任期は原則１年とする。 

第５章 

（総会） 

第１８条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の構成） 

第１９条 通常総会は、構成員をもって構成する。 

（総会の機能） 

第２０条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決

する。 

（総会の開催） 

第２１条 通常総会は、毎年度決算終了後３か月以内に開催する。 

   ２、臨時総会は、次の各１号に該当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 総構成員の５分の１以上から会議の目的にたる事項を示して請求があ

ったとき。 

（３） 第１１条第５項第４号の規定により監査から開催の要求があったとき。 

（総会の招集） 

第２２条 総会は、会長が招集する。 



   ２、会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その

請求のあった日から２週間以内に臨時総会を招集しなければならない。 

   ３、総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所

を示して、開催の日の５日前までに文書をもって、全構成員に通知しなければ

ならない。 

（総会の議長） 

第２３条 総会の議長は、その総会において、出席した構成員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第２４条 総会は、総構成員の４分の３以上の出席がなければ開催することができない。 

（総会の議決） 

第２５条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会員の議決権） 

第２６条 議決権は個人について一個とし、その行使は、総会に出席する他の構成員に委

任することができる。 

（総会の書面表決等） 

第２７条 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決委任す

ることができる。 

   ２、前項の場合における第２４条及び第２５条の規定の適用については、その構成

員は出席したものとみなす。 

（総会の議事録） 

第２８条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 構成員の現在数及び出席数 

（３） 開催目的、審議事項及び議決事項 

（４） 議事の経過の概要及びその結果 

（５） 議事録署名人に関する事項 

２、議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人二名以上が署

名押印しなければならない。 

第６章 

(役員会の構成) 

第２９条 役員会は、監査を除く役員を持って構成する。 

（役員の機能） 

第３０条 役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 



（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（役員会の招集等） 

第３１条 役員会は、会長が必要と認めるとき召集する。 

   ２、会長は、役員の４分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

て召集の要求があった日から２週間以内に役員会を招集しなければならない。 

   ３、役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（役員会の議長） 

第３２条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（役員会の定数等） 

第３３条 役員会には、第２４条、第２５条、第２７条及び第２８条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」とあるは「役員会」と、「構成員」

とあるは「役員」と読み替えるものとする。 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第３４条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１） 財産目録に記載された資産 

（２） 会費 

（３） 活動に伴う収入 

（４） 資産から生ずる収入 

（５） その他の収入 

（資産の管理） 

第３５条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

（資産の処分） 

第３６条 本会の資産で第３４条第１号に掲げるもののうち、別に総会において定めるも

のを処分し、担保に供する場合には、総会において４分の３以上の議決を要す

る。 

（経費の支弁） 

第３７条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第３８条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会経年度総会の議決を経て定め

なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

（事業の報告及び決算） 

第３９条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等とし

て作成し、監査役の監査を受け、毎会計年度終了後３月以内に総会の承認を受



けなければならない。 

（会計年度） 

第４０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

   ２、会長は毎会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を経て総会の承認を求め

るものとする。 

(会務の諸経費) 

第４１条 本会は役員等が会務のため要した諸経費につき、その実費を支払う。 

（慶弔） 

第４２条 本会は構成員及び友誼団体等の慶弔に際しては別に定める規定により表敬をす

る。 

第８章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第４３条 この規約は、総会において総構成員の４分の３以上の議決を得、かつ市長の認

可を受けなければ変更することができない。 

(解散) 

第４４条 本会は地方自治法第６０条の２０の規定により解散する。 

   ２、総会の議決に基づいて解散する場合は、総構成員の４分の３以上の承諾をえな

ければならない。 

（残余財産の処分） 

第４５条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総構成員の４分の３以上

の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

第９章 

(備付け帳簿及び書類) 

第４６条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（１） 規約 

（２） 構成員名簿 

（３） 認可及び登記等に関する書類 

（４） 総会及び役員会の議事に関する書類 

（５） 収支に関する帳簿及び財産目録等試算の状況を示す書類 

（６） その他必要な帳簿及び書類 

附則 

本規約は平成２２年４月１８日制定し、同日施行する。 


